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１ 計画策定の背景 

 

(1) 障がいのある人に対する法制度の変遷 

障がいのある人に対する福祉サービス等は、身体に障がいのある人が身体障害者

福祉法、知的障がいのある人が知的障害者福祉法、精神に障がいのある人が精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律により「福祉の措置」として実施されてきまし

たが、平成15（2003）年度から平成17（2005）年度の「支援費制度」を経て、平成

18（2006）年度から障害者自立支援法に移行しました。 

65歳以上の要援護者に対する福祉サービス等については、老人福祉法による「福

祉の措置」として実施されていましたが、平成12（2000）年度から介護サービスに

ついては「社会保険」である介護保険法に移行しました。また、障がいのある児童

に対する支援は、幾多の改正を経ながら児童福祉法により実施されています。 

 

(2) 障害者総合支援法と障害福祉計画 

平成15（2003）年度から施行された支援費制度は、想定外の利用量急増により財

源不足に陥ったことや、各種サービスの提供や相談支援体制についての市町村格差

が目立ってきました。また、精神に障がいのある人は制度の対象になっていなかっ

たこともあり、身体や知的障がいのある人のサービスに比較して立ち後れが指摘さ

れていました。さらに、利用者の入所期間の長期化等により、福祉施設の機能と利

用者の実態が乖離する等の状況にあるほか、入所者の地域生活への移行や就労の支

援といった新たな課題への対応が求められていました。このような状況への対応策

として、平成17（2005）年11月に、障害者自立支援法が公布されました。障害者自

立支援法では、市町村に障害福祉計画の策定を義務づけました。 

平成22（2010）年12月には、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえ

て障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するため

の関係法律の整備に関する法律」（以下「整備法」といいます。）が公布され、①利

用者負担を見直し、②障害者の範囲に発達障がい等を加え、③相談支援の充実等の

改正が行われました。 

平成24（2012）年６月には、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保

健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が公布され、障害者自立

支援法が改正されました。この法律により、法律名を「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」といいます。）に

改めるとともに、①障害者の範囲に難病患者等を加え、②「障害程度区分」を「障
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害支援区分」に改め、障害福祉サービスにおいて、③重度訪問介護の対象者の拡大、

④ケアホームのグループホームへの一元化等が行われました。 

平成28（2016）年６月に公布された障害者総合支援法の改正では、①障害福祉サー

ビスに自立生活援助および就労定着支援を加え、②医療機関への入院時も重度訪問

介護の利用を認めるとともに、③障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢の

障がいのある人の利用者負担の軽減等が定められました。 

 

(3) 児童福祉法と障害児福祉計画 

前述のとおり、障害児通所支援や障害児相談支援等（以下「障がい児通所支援サー

ビス等」といいます。）は、児童福祉法に規定されています。平成28（2016）年６月

に公布された児童福祉法の改正では、①障害児福祉計画の策定を市町村に義務づけ

るとともに、②居宅訪問型児童発達支援の新設、③医療的ケアを要する障がいのあ

る児童の適切な支援等が定められました。 

 

(4) 岐阜市の取り組み 

このような中、岐阜市としては、平成19（2007）年３月に「第１期岐阜市障害福

祉計画」、平成21（2009）年３月に「第２期岐阜市障害福祉計画」、平成24（2012）年

３月に「第３期岐阜市障害福祉計画」、平成27（2015）年３月には「第３次岐阜市障

害者計画」と合わせて「第４期岐阜市障害福祉計画」を策定し、障害福祉サービス

等や障害児通所支援サービス等の円滑な実施を図ってきました。 

引き続き、障害福祉サービス等や障害児通所支援サービス等の円滑な実施を図る

ため、「第５期岐阜市障害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計画」を策定します。 
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２ サービスの体系 

 

障害者総合支援法に基づくサービスは、国や都道府県の義務的経費が伴う個別給付と

しての「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実

施できる「地域生活支援事業」に大別されます。また、自立支援給付の「介護給付」に

は、「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」「生

活介護」「療養介護」「短期入所」「施設入所支援」、「訓練等給付」には、「自立訓練（機

能訓練・生活訓練）」「就労移行支援」「就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）」「就労定着支援」「自

立生活援助」「共同生活援助（グループホーム）」があり、「障害福祉サービス」はこれ

ら15のサービスの総称です。障害福祉サービスは、18歳から64歳までの障がいのある人

に適用されるのはもちろんですが、「居宅介護」「短期入所」などの介護給付の一部や「就

労移行支援」などの訓練等給付は、18歳未満の障がいのある児童にも適用されます。ま

た、「同行援護」などの障害福祉サービス固有のものは、65歳以上の人にも適用されま

す。なお、要介護認定者には、障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険法にあ

る場合は介護保険サービスが適用されますが、「施設入所支援」など、65歳に至るまで

相当の期間にわたり障害福祉サービスを利用している場合などは、65歳以上も引き続き

適用されます。 

児童福祉法には、「障害児通所給付」として、「児童発達支援」「医療型児童発達支援」

「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」「居宅訪問型児童発達支援」の５つのサー

ビス、「障害児入所給付」として、「福祉型」と「医療型」があり、原則として、18歳未

満に適用されます。なお、「障害児入所給付」は、都道府県が実施します。 

図表１－１ サービスの適用年齢区分 

 

 

 

０歳 18歳 40歳 65歳 

児童福祉法 

（障がい児通所支

援サービス等） 障害者総合支援法 

障害福祉サービス 

地域生活支援事業 
訓練等給付 

介護給付の一部 

障害福祉サービス

固有のもの 

介護保険法 

（介護保険サービス）

特定疾病患者
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図表１－２ 市町村障害福祉サービス等・障害児通所支援サービス等の体系図 

 

※下線は平成30年度から開始されるサービス 
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３ 計画の性格 

 

(1) 計画の位置付け 

第５期岐阜市障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条に基づく市町村障害福祉

計画として、厚生労働省が示す「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑

な実施を確保するための基本的な指針」（以下「基本指針」といいます。）を踏まえ、

岐阜市における、平成30（2018）年度から３年間の障害福祉サービスなどの見込量

とその確保策などを示す計画です。 

第１期岐阜市障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の20に基づく市町村障害児福

祉計画として、厚生労働省が示す基本指針を踏まえ、岐阜市における、平成30（2018）

年度から３年間の障害児通所支援サービスなどの見込量とその確保策などを示す計

画です。 

ともに、第４次岐阜市障害者計画の福祉サービス分野における実施計画としての

性格を有し、岐阜市地域福祉推進計画をはじめ、岐阜市高齢者福祉計画、岐阜市子

ども・子育て支援事業計画など、関連する計画との調和を図りつつ、策定し、推進

していきます。 

 

(2) 計画の範囲 

第５期岐阜市障害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計画における障がいのある

人とは、身体に障がいのある人、知的障がいのある人、精神に障がいのある人、発

達障がいのある人、難病患者等です。 
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４ 計画の期間 

 

第５期岐阜市障害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計画の期間は、平成30（2018）

年度から平成32（2020）年度までの３年間とします。 

ただし、計画の進捗の評価等を踏まえ、必要に応じて、見直しを行うこととします。 

図表１－３ 計画の期間 
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32 
年 
度 
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成 
33 
年 
度 

平 
成 
34 
年 
度 

平 
成 
35 
年 
度 

                        

岐阜市 

第２次障害者計画 
※平成17年度～ 第３次障害者計画・ 

第４期障害福祉計画 

第４次障害者計画 

第３期障害福祉計画 
第５期障害福祉計画
第１期障害児福祉計画

    

                          

 

 

５ 基本理念 

 

第４次岐阜市障害者計画は、障害者基本法や障害者総合支援法等の趣旨（「障害の有

無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社

会を実現する」）等を踏まえ、基本理念に「誰もが自立してともに暮らすまちをめざし

て」を掲げています。 

したがって、第５期岐阜市障害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計画においても、

「誰もが自立してともに暮らすまちをめざして」を基本理念とし、障害福祉サービス等

や障害児通所支援サービス等の一層の充実を図ります。 
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６ 基本目標 

 

基本理念のもと、厚生労働省が示す基本指針を踏まえつつ、次の４つの基本目標を定

め、障害福祉サービス等や障害児通所支援サービス等の一層の充実を図ります。 

 

(1) 障がいのある人の自己決定の尊重と意思決定の支援 

共生社会の実現に向け、障がいのある人が、可能な限り、自らの決定に基づく支

援を受けられるよう配慮するとともに、障がいのある人の自立と社会参加が図られ

るよう、サービス等の提供体制の整備に努めます。 

 

(2) 障がいの種別によらないサービス等の提供 

サービス等の提供にあたっては、身体障がい、知的障がい、精神障がい（高次脳

機能障がいを含みます。）、発達障がい、難病等の障がい種別にかかわらず、これら

の障がいのある人が必要な時に適切なサービスを受けられるよう、サービス等の情

報の提供に努めます。 

 

(3) 個々の課題に対応したサービス提供体制の整備 

障がいのある人の自立支援の観点から、入所等から地域生活への移行や地域生活

を継続するための支援、就労への支援、高齢化等に伴う支援のあり方、サービス提

供事業所における人材の確保などの課題に対応し、障がいのある人の生活を地域全

体で支える仕組みを構築するため、地域生活支援の拠点づくりやＮＰＯなどによる

インフォーマルサービスの提供など、地域の社会資源を最大限に活用し、個々の課

題に対応するよう、サービス等の提供体制の整備に努めます。 

なお、地域生活支援の拠点等の整備にあたっては、障がいのある人の重度化やそ

の家族を含めた高齢化に伴う親なき後などの課題を見据え、地域生活に対する安心

感を担保し、自立を希望する人に対する支援に取り組みます。また、相談支援を中

心に、ライフステージごとに応じた支援と切れ目のない支援に努めます。 

 

(4) 障がいのある児童の健やかな育成のための発達支援 

障がいのある児童の健やかな育成を支援する観点から、発達の遅れや障がいなど

に早期に対応できるよう、質の高いサービス等の提供体制の整備に努めることによ

り、保育や教育等において、障がいの有無にかかわらず、すべての児童がともに成

長できる環境づくりを推進します。また、ライフステージに応じた切れ目のない支
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援や医療的ケアを必要とする児童に対する支援体制の構築を図るため、関係機関等

との連携に努めます。 

 

 

７ ニーズの把握等 

 

計画の策定にあたり、障がいのある人のニーズ等を把握するために、平成28（2016）

年11月に「障害者計画・障害福祉計画策定実態調査」（以下「実態調査」といいます。）

と平成29（2017）年５月から６月に障がい者関係団体等との意見交換、同年８月から10

月に「事業所状況調査」を実施しました。 

図表１－４ 実態調査結果の概要 

調査対象 調査方法 調査数 回答数 回答率（％） 

①視覚障がい 

各台帳等から、対象

者を抽出し、郵送に

より調査票を配布・

回収 

305 151 49.5

②聴覚等障がい 289 130 45.0

③言語等障がい 40 17 42.5

④肢体不自由 984 501 50.9

⑤内部障がい 998 559 56.0

⑥知的障がい 452 240 53.1

⑦精神障がい 449 232 51.7

⑧指定難病 454 253 55.7

⑨手帳未所持 57 26 45.6

⑩障がい児 825 382 46.3

※①から⑨までは、18歳以上の人を対象としています。⑨は、障がい者手帳等を未所持で障害福祉サービ

ス等受給者証を所持している人を対象としています。 
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図表１－５ 意見交換を実施した障がい者関係団体等 

対象団体（21団体） 

岐阜市身体障害者福祉協会 

岐阜地区知的障がい者育成会 

岐阜市視覚障害者福祉協会 

岐阜市聴覚障害者協会 

岐阜市肢体不自由児者父母の会 

特定非営利活動法人 障害者自立センターつっかいぼう 

特定非営利活動法人 岐阜県難病団体連絡協議会岐阜支部 

岐阜県自閉症協会岐阜市ブロック 

岐阜市重症心身障害児(者)を守る会 

岐阜市あけぼの会（精神障害者家族会） 

岐阜市立岐阜特別支援学校ＰＴＡ 

社会福祉法人 いぶき福祉会 

社会福祉法人 岐東福祉会 

社会福祉法人 清穂会  

社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会 

社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団 

特定非営利活動法人 ぎふ難聴者協会 

岐阜睦声会 

岐阜盲ろう者友の会 

公益社団法人 日本オストミー協会岐阜県支部 

特定非営利活動法人 ぎふ脳外傷友の会長良川 

 

図表１－６ 事業所状況調査結果の概要 

調査対象 調査方法 調査数 回答数 回答率（％） 

障害福祉サービス事業所  186 105 56.5

地域生活支援事業所 郵送 62 38 61.3

障害児通所支援事業所  41 20 48.8
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１ 岐阜市の障がい者手帳等の所持者数とサービスの利用者数 

 

(1) 岐阜市の人口 

平成29年４月１日現在、岐阜市の人口は412,254人であり、緩やかな減少傾向にあ

ります。 

これを年齢階層別にみると、18歳未満は64,883人（15.7％）、18歳以上65歳未満は

233,128人（56.5％）、65歳以上は114,243人（27.7％）です。18歳未満と18歳以上65

歳未満は減少傾向にあり、65歳以上は増加傾向にあります。 

図表２－１ 人口の推移（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜市住民基本台帳（平成24年のみ10月１日現在） 
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(2) 岐阜市の障がい者手帳等の所持者数 

a 身体障害者手帳所持者 

身体障害者手帳は、肢体や視覚、聴覚、音声、言語などの機能のほか、心臓や

じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫などの身体内部の機能に障

がいのある人に対して、都道府県または指定都市、中核市より交付されます。 

平成29年３月31日現在、岐阜市の身体障害者手帳所持者は16,840人であり、や

や減少傾向にあります。年齢階層別にみると、18歳未満は361人（2.1％）、18歳以

上65歳未満は4,062人（24.1％）、65歳以上は12,417人（73.7％）となっています。 

図表２－２ 身体障害者手帳所持者数の推移（各年３月31日現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜市障がい福祉課 
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平成29年３月31日現在の身体障害者手帳所持者数を障がいの種類別にみると、

肢体不自由が9,041人（53.7％）と最も多く、次いで、内部障がいが5,388人（32.0％）

などとなっています。障がいの等級別では、重度障がい（１・２級）が8,160人と、

全体の48.5％を占めています。 

図表２－３ 身体障害者手帳所持者の障がいの種類別・等級別構成（平成29年３月31日現在） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

視覚障がい 
409 314 86 63 131 57 1,060

38.6 29.6 8.1 5.9 12.4 5.4 100

聴覚・平衡
機能障がい 

72 289 197 236 8 411 1,213

5.9 23.8 16.2 19.5 0.7 33.9 100

音声・言語 
・そしゃく
機能障がい 

5 8 80 45 - - 138

3.6 5.8 58.0 32.6 - - 100

肢体不自由 
1,854 2,129 2,216 1,816 687 339 9,041

20.5 23.5 24.5 20.1 7.6 3.7 100

内部障がい 
3,001 79 1,390 918 - - 5,388

55.7 1.5 25.8 17.0 - - 100

合 計 
5,341 2,819 3,969 3,078 826 807 16,840

31.7 16.7 23.6 18.3 4.9 4.8 100

※上段の単位は人、下段は障がいの種類別ごとの等級別構成比（％） 

資料：岐阜市障がい福祉課 
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障がいの種類別に身体障害者手帳所持者数の推移をみると、内部障がいを除き、

やや減少傾向にあります。 

図表２－４ 身体障害者手帳所持者の障がいの種類別構成の推移（各年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜市障がい福祉課 

 

障がいの等級別に身体障害者手帳所持者数の推移をみると、１級が増加傾向に

あるほかは、やや減少傾向にあります。 

図表２－５ 身体障害者手帳所持者の障がいの等級別構成の推移（各年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜市障がい福祉課 



第２章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 

16 

818 

883 

898 

964 

987 

1,012 

2,075 

2,117 

2,180 

2,248 

2,305 

2,368 

214 

238 

255 

347 

348 

365 

0 1,000 2,000 3,000 4,000

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上

（人）

3,107

3,238

3,333

3,745

3,559

3,640

b 療育手帳所持者 

療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障がいと

判定された人に対して、居住地の市町村を通じて都道府県または指定都市より交

付されます。 

平成29年３月31日現在、岐阜市の療育手帳所持者は3,745人であり、年々増加し

ています。年齢階層別にみると、18歳未満は1,012人（27.0％）、18歳以上65歳未

満は2,368人（63.2％）、65歳以上は365人（9.7％）となっています。 

図表２－６ 療育手帳所持者数の推移（各年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜市障がい福祉課 

 



第２章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 

17 

252 

246 

241 

282 

265 

261 

500 

516 

531 

556 

565 

584 

590 

603 

615 

645 

648 

671 

1,033 

1,053 

1,079 

1,114 

1,130 

1,144 

732 

820 

867 

962 

1,032 

1,085 

0 1,000 2,000 3,000 4,000

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

Ａ Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

（人）

3,107

3,238

3,333

3,745

3,559

3,640

平成29年３月31日現在の療育手帳所持者数を等級別にみると、最重度・重度

（Ａ・Ａ１・Ａ２）の障がいは1,516人で、全体の40.5％となっています。 

図表２－７ 療育手帳所持者の等級別構成（平成29年３月31日現在） 

 Ａ Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ 合計 

18歳未満 
- 143 186 192 491 1,012

- 14.1 18.4 19.0 48.5 100

18歳以上 
65歳未満 

153 431 421 792 571 2,368

6.5 18.2 17.8 33.4 24.1 100

65歳以上 
108 10 64 160 23 365

29.6 2.7 17.5 43.8 6.3 100

合 計 
261 584 671 1,144 1,085 3,745

7.0 15.6 17.9 30.5 29.0 100

※上段の単位は人、下段は年齢階層ごとの等級別構成比（％） 

資料：岐阜市障がい福祉課 

 

障がいの等級別に療育手帳所持者数の推移をみると、ＡをＡ１・Ａ２に分けた

制度変更に伴うＡを除き、いずれの等級も増加傾向にあります。 

図表２－８ 療育手帳所持者の障がいの等級別構成の推移（各年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜市障がい福祉課 
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c 精神障害者保健福祉手帳所持者 

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあると認定された人に

対して、居住地の市町村を通じて都道府県または指定都市より交付されます。 

平成29年３月31日現在、岐阜市の精神障害者保健福祉手帳所持者は3,427人であ

り、年々増加しています。年齢階層別にみると、18歳未満は51人（1.5％）、18歳

以上65歳未満は2,608人（76.1％）、65歳以上は768人（22.4％）となっています。 

図表２－９ 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（各年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜市地域保健課 
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平成29年３月31日現在の精神障害者保健福祉手帳所持者数を等級別に見ると、

１・２級が3,034人で、全体の88.5％となっています。 

図表２－10 精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別構成（平成29年３月31日現在） 

 １ 級 ２ 級 ３ 級 合 計 

18歳未満 
23 19 9 51 

45.1 37.3 17.6 100 

18歳以上 
65歳未満 

482 1,781 345 2,608 

18.5 68.3 13.2 100 

65歳以上 
376 353 39 768 

49.0 46.0 5.1 100 

合 計 
881 2,153 393 3,427 

25.7 62.8 11.5 100 

※上段の単位は人、下段は年齢階層ごとの等級別構成比（％） 

資料：岐阜市地域保健課 

 

障がいの等級別に精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると、いずれの

等級も増加傾向にあります。 

図表２－11 精神障害者保健福祉手帳所持者の障がいの等級別構成の推移（各年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜市地域保健課 
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d 難病患者等 

難病は原因が不明で治療方法が確立していない疾病をいい、このうち厚生労働

省が指定する特定の疾病の患者に対して、医療費の助成が行われていましたが、

平成27年１月より、「難病の患者に対する医療費等に関する法律」（以下「難病法」

といいます。）における指定難病の患者に対して、医療費の助成が行われています。 

平成29年３月31日現在、岐阜市の特定医療費（指定難病）の受給者は2,683人で

あり、増加傾向にあります。なお、特定医療費（指定難病）は330の疾病が対象と

なっていますが、障害者総合支援法では358の疾病が対象となっています。 

図表２－12 特定医療費（指定難病）受給者証所持者数の推移（各年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成26年12月までは特定疾患医療費の受給者証所持者数 

※対象は、平成27年１月に56疾病から110疾病に、同年７月には306疾病に、平成29年４月には330疾

病に拡大 

資料：岐阜市地域保健課 
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治療期間が長く、医療費負担が高額となる児童の慢性疾病の患者に対しては、

児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾患医療費の助成が行われていましたが、平

成27年１月より、小児慢性特定疾病医療費として助成が行われています。 

平成29年３月31日現在、岐阜市の小児慢性特定疾病医療費の受給者は306人であ

り、ほぼ横ばい傾向にあります。 

図表２－13 小児慢性特定疾病医療費受給者証所持者数の推移（各年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象は、平成27年１月に514疾病から704疾病に、平成29年４月には722疾病に拡大 

資料：岐阜市子ども支援課 
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e 発達障がいのある人 

発達障がいは、発達障害者支援法において、自閉症、アスペルガー症候群、そ

の他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、その他これに類

する脳機能障がいで、その症状が通常低年齢において発現するものと定義されて

います。なお、広汎性発達障がいではなく、自閉症スペクトラムや自閉症スペク

トラム障がいと呼ばれることもあります。 

発達障がいのある人は、知的障がいを伴うこともあり、療育手帳を所持する人

もいるほか、精神障害者保健福祉手帳を所持する人、手帳を取得できない人もい

ます。そのため、発達障がいのある人の数を正確に把握することは困難な状況で

ありますが、おおむね100人に１、２人と推計されています。 

 

資料：政府広報オンライン 
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(3) 岐阜市のサービスの利用者数 

a 障害福祉サービス支給決定者 

障害福祉サービスを利用するためには、サービスの支給決定と受給者証の交付

を受ける必要があります。平成29年４月１日現在、岐阜市の障害福祉サービス支

給決定者は2,867人であり、年々増加しています。 

手帳等の種類別では、身体障害者手帳所持者が３割程度、療育手帳所持者が４

割程度、精神障害者保健福祉手帳所持者が２割弱、指定難病患者等や手帳未所持

者がわずかとなっています。 

図表２－14 障害福祉サービス支給決定者数の推移（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜市障がい福祉課 
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b 障害支援区分認定者 

障害福祉サービスのうち、図表２－15のサービスを受けるためには、障害支援

区分の認定が必要となります。障害者総合支援法の障害支援区分は、区分１から

６までとなっています。平成29年４月１日現在、岐阜市の障害支援区分認定者は

1,697人であり、障害福祉サービス支給決定者数の59.2％を占めています（図表２

－16）。 

障害支援区分認定者は、18歳以上の障がいのある人です。18歳未満の障がいの

ある児童は、発達段階にあり、時間の経過とともに障がいの状態が変化すること、

乳児期は通常必要となる育児上のケアとの区別が必要なことなど、検討課題が多

く、現段階では使用可能な指標が存在しないことから、障害支援区分は設けてい

ません。 

図表２－15 障害支援区分の認定が必要なサービス 

サービス名 該 当 区 分 

居宅介護 区分１以上（通院等介助（身体介護を伴う）は区分２以上）

重度訪問介護 区分４以上 

同行援護（身体介護を伴う場合） 区分２以上 

行動援護 区分３以上 

重度障害者等包括支援 区分６ 

生活介護 区分３以上（50歳以上は区分２以上） 

療養介護 区分５以上 

短期入所 区分１以上 

施設入所支援 区分４以上（50歳以上は区分３以上） 

共同生活援助（グループホーム） 入浴、排泄又は食事等の介護を伴う場合、区分認定が必要

※サービスの利用にあたっては、区分の認定に加え、該当条件がある場合もあります。 
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図表２－16 障害支援区分認定者数の推移（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成25年度までは障害程度区分 

資料：岐阜市障がい福祉課 

 

c 地域生活支援事業利用決定者 

地域生活支援事業のうち、移動支援事業や地域活動支援センター（Ⅱ型・Ⅲ型）

事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業を利用するためには、サービス

の利用決定と受給者証の交付を受けなければなりません。平成29年４月１日現在、

岐阜市の地域生活支援事業利用決定者は950人であり、障害福祉サービス支給決定

者数の33.1％となっています。 

図表２－17 地域生活支援事業利用決定者数の推移（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜市障がい福祉課 
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d 障害児通所支援支給決定者 

障害児通所支援サービスを利用するためには、サービスの支給決定と受給者証

の交付を受ける必要があります。平成29年４月１日現在、岐阜市の障害児通所支

援支給決定者は866人であり年々増加しています。 

手帳等の種類別では、身体障害者手帳所持者が２割弱、療育手帳所持者が６割

弱、精神障害者保健福祉手帳所持者や指定難病患者等がわずか、障がい者手帳等

未所持者が２割強となっています。障がい者手帳等を所持していない児童につい

ては、医師の診断書や岐阜市子ども・若者総合支援センターからの意見書を参考

に支給決定を行っています。 

図表２－18 障害児通所支援支給決定者数の推移（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岐阜市障がい福祉課 
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男性 54.2 
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２ 障がいのある人の現状とニーズ 

 

ここでは、障がいのある人への実態調査や障がい者関係団体等との意見交換により把

握した障がいのある人の現状とニーズについて示します。 

図表２－19 実態調査の回答者の性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実態調査結果における発達障がいは、療育手帳所持者を除く精神障害者保健福祉手帳所持者と障がい者

手帳等を未所持で障害児通所支援受給者証所持者を対象としたもので、必要に応じて、参考掲載してい

ます。 
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図表２－20 実態調査の回答者の年齢 
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(1) 現在の生活の場所 

現在の生活の場所としては、おおむね９割以上の人が自宅ですが、知的障がいの

ある人のそれぞれ１割弱の人がグループホームと入所施設で生活しています。 

図表２－21 現在の生活の場所 
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(2) 今後の希望する生活の場所 

今後の生活の場所としては、８割から９割程度の人が自宅を希望していますが、

知的や精神に障がいのある人などのグループホームや入所施設の希望がやや高く

なっています。 

図表２－22 今後の希望する生活の場所 
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(3) 生活支援の要否 

生活支援については、必要としている人の方が比較的高く、特に、障がいのある

児童は８割を超えており、視覚や知的障がいのある人なども７割を超え、精神に障

がいのある人も７割弱となっています。 

図表２－23 生活支援の要否 
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(4) 主な支援者 

主な支援者としては、身体に障がいのある人や指定難病患者は「配偶者」が最も

高く、知的や精神に障がいのある人は「父母」が最も高くなっています。 

図表２－24 主な支援者 
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(5) 主な支援者の年齢 

主な支援者の年齢をみると、60歳以上の人が、身体に障がいのある人の51.9％、

知的障がいのある人の42.5％、精神に障がいのある人の70.7％、指定難病患者の

64.3％を占めています。 

図表２－25 主な支援者の年齢 
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(6) 主な支援者が支援できなくなった場合の支援のあり方 

主な支援者が高齢や病気などにより支援できなくなった場合には、知的障がいの

ある人の施設入所やグループホームの利用希望が高く、合わせて５割を超えていま

す。 

図表２－26 主な支援者が支援できなくなった場合の支援のあり方 
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指定難病（n=208） 障

身体・知的障害者相

談員

障がい児（n=363）

(7) 生活の困りごとの相談先 

生活に関する困りごとの相談先としては、障がいの種類にかかわらず、家族等の

割合が最も高く、次いで、友人・知人等、医療機関、相談支援専門員、市役所・保

健所等となっています。 

図表２－27 生活の困りごとの相談先（複数回答可） 
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介護保険移行後の同様なサービ

ス

(8) 生活支援サービスへのニーズ 

生活支援サービスへのニーズとしては、障がいの特性に合ったサービスや申請等

のわかりやすい手続きへのニーズが高くなっています。また、事業所従業員の障が

いに対する理解へのニーズは、障がいのある児童が比較的高くなっています。重度・

重複障がいのある人の生活支援サービスへのニーズとしては、障がいの特性に合っ

たサービスや障がいに対する理解、サービスの提供事業所や時間・回数の充実など

へのニーズが比較的高くなっています。 

図表２－28 生活支援サービスとして必要なこと（複数回答可） 
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(9) 医療的ケアの要否（障がいのある児童） 

医療的ケアについては、障がいのある児童の１割から２割程度が何らかのケアを

必要としています。 

図表２－29 医療的ケアの要否（障がいのある児童） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※障がいが重複している場合は、重い障がいの方で集計 
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(10) 就労の状況 

福祉的就労を含め、仕事をしている障がいのある人は、聴覚等や知的障がいのある

人では６割以上あるものの、肢体不自由や精神に障がいのある人などでは４割を下

回っています。 

図表２－30 就労の状況 
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(11) 就労の形態 

前頁の「仕事をしている」人の就労形態としては、身体に障がいのある人や指定

難病患者は、一般就労（正規職（社）員、非正規職（社）員、自営等）が９割程度

と高く、知的障がいのある人は、福祉的就労（就労支援等の利用）が６割程度と高

くなっています。 

図表２－31 就労の形態 
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(12) 仕事をしていない人の就労への意向 

39頁の「仕事をしていない」人のうち、今後仕事をしたいという人は、１割から

２割程度となっています。 

図表２－32 就労への意向 
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(13) 仕事をしていない人の希望する就労の形態 

前頁の今後「働きたい」人の希望する就労形態としては、知的障がいのある人以

外の一般就労の割合が高くなっています。 

図表２－33 希望する就労の形態 

 

 

 

n 

100

10

6

1

38

45

7

26

15



第２章 障がいのある人を取り巻く現状と課題 

43 

10.4 

2.9 

6.2 

3.8 

28.4 

0.3 

1.9 

2.1 

1.4 

1.6 

3.8 

1.5 

2.1 

1.6 

3.8 

4.5 

4.2 

1.6 

7.5 

11.9 

6.8 

2.9 

3.1 

9.4 

16.4 

24.1 

25.7 

28.7 

22.6 

14.9 

33.6 

35.7 

42.6 

39.6 

13.4 

11.0 

20.0 

13.2 

1.9 

1.5 

5.4 

11.4 

1.6 

5.7 

7.5 

0 20 40 60 80 100

障がい児

５歳以下

６～11歳

12～14歳

15～17歳

就職 自営業等

就労移行支援利用 就労継続支援Ａ型利用

就労継続支援Ｂ型利用 生活介護等利用

通常学級・学校、大学等に進学 特別支援学級・学校に進学

考えていない その他

（%）

(14) 卒業後の進路希望 

15歳から17歳の障がいのある児童の卒業後の進路希望は、一般就労が３割程度、

福祉的就労が２割程度となっています。 

図表２－34 卒業後の進路 
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の特性等にあった仕事や整った就労条件、設備などが必要とされています。 

図表２－35 働くために必要なこと（複数回答可） 
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(16) 理解と配慮 

障がいについての理解や配慮があり、よかったと感じたことがある人は、障がい

のある児童が４割に及んでいるほかは、２割から３割程度となっています。 

図表２－36 障がいについての理解や配慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜市民すべてを対象に毎年度実施している市民意識調査の結果によると、障が

いのある人への理解や配慮は、意識している人がほとんどである一方、その３分の

１程度の人が、どのように理解や配慮をすればよいかわからないようです。 

図表２－37 障がいのある人への理解や配慮の意識 

 

 

 

 

 

※市民意識調査は、平成28年11月に岐阜市民5,100人を対象（回収率42.5％）に実施 
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(17) 視覚・聴覚等障がいのある人の情報入手 

視覚障がいのある人の文字情報の入手手段としては、朗読支援や墨字（ルーペを

使用する場合も含みます。）が４割程度と最も高く、次いで、点字、拡大文字などと

なっています（図表２－38）。 

聴覚等障がいのある人のコミュニケーションによる情報の入手手段としては、補

聴器や人工内耳等が最も高く、次いで、筆談、口話・読話、手話、要約筆記となっ

ています（図表２－39）。 

図表２－38 視覚障がいのある人の文字情報の入手手段（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２－39 聴覚等障がいのある人のコミュニケーションによる情報の入手手段（複数回答可） 

 

 

 

n=138 

n=123 
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【障がい者関係団体等からの主な意見】 
  

・親なき後が最も重要な課題であり、日頃から将来の生活の場などを考え、いろいろ

な支援サービスとのかかわりをもっておくとよい。 

・日頃から適切な支援サービスにつなげていくため、情報をもっと周知する必要があ

る。 

・親なき後に備え、グループホームやショートステイの整備が必要とされているが、

進んでいないため、対策を講じる必要がある。 

・入所施設やグループホームなどでの生活のほか、自宅での生活の事例もあるので、

これらの事例を示し、親なき後について検討できるように促していく必要がある。 

・特に意思決定が困難な人は、事前に支援体制を構築しておく必要がある。 

・医療的ケアが必要な児童には、医療と福祉が連携して支援していく必要がある。 

・福祉的就労では、就労継続支援Ａ型の運営が見直されたため、今後の動向が懸念さ

れる。 

・適切な配慮につなげるためには、障がいについての理解が最も重要で、人々の意識

を変えていくような啓発を行う必要がある。 
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１ 国の基本指針 

 

厚生労働省が示す基本指針においては、障がいのある人の自立支援の観点から、平成32

年度を目標年度として、次の５つの項目について目標値の設定を求めています。 

 

(1) 施設入所者の地域生活への移行 

○平成28年度末の施設入所者の９％以上が地域生活に移行することを基本とします。 

○平成28年度末の施設入所者数を２％以上削減することを基本とします。 

※第４期障害福祉計画で定めた平成29年度までの目標値に達しないと見込まれる場合は、その達し

ない割合を平成32年度末における地域生活への移行者数や施設入所者の削減割合の目標値に加え

た数値以上を目標値とします。 

※地域生活への移行とは、グループホームや一般住宅等に生活の場を移すことをいいます。 

 

(2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

○市町村ごとまたは共同で精神に障がいのある人の地域生活を支援するために保

健・医療、福祉の関係者による協議の場を設置することを基本とします。 

 

(3) 地域生活支援拠点等の整備 

○各市町村または各圏域に障がいのある人の地域生活を支援する拠点等（拠点また

は面的な体制をいいます。）を少なくとも１つを整備することを基本とします。 

図表３－１ 拠点整備型のイメージ図 
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図表３－２ 面的整備型のイメージ図 

   

資料：厚生労働省 

  

(4) 福祉施設から一般就労への移行等 

○福祉施設（就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、生活介護、自立訓練を行

う施設をいいます。）から一般就労への移行者数を平成28年度実績の1.5倍以上と

することを基本とします。 

○就労移行支援事業の利用者を平成28年度末の２割以上増加することをめざします。 

○就労移行支援事業所のうち、一般就労への移行率が３割以上の事業所を全体の５

割以上とすることをめざします。 

○就労定着支援開始から１年後の職場定着率を８割以上とすることを基本とします。 

※第４期障害福祉計画で定めた平成29年度までの目標値に達しないと見込まれる場合は、その達し

ない割合を平成32年度末における一般就労への移行者数や就労移行支援事業の利用者数の目標値

に加えた数値以上を目標値とします。 

※一般就労とは、一般企業へ就職や在宅で就労等することをいいます。 

 

(5) 障害児通所支援サービスの提供体制の整備等 

○各市町村または各圏域に児童発達支援センターを少なくとも１カ所以上設置する

ことを基本とします。 

○各市町村または各圏域に保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基

本とします。 

○各市町村または各圏域に主に重症心身障がいのある児童を支援する児童発達支援
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事業所や放課後等デイサービス事業所を少なくとも１カ所以上確保することを基

本とします。 

○平成30年度末までに、各市町村または各圏域に医療的ケアを必要とする児童を支

援するために保健・医療、障がい福祉、保育、教育等の関係者による連携・協議

の場を設置することを基本とします。 
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２ 第４期障害福祉計画の目標と実績 

 

(1) 施設入所者の地域生活への移行 

施設入所者の地域生活への移行に関する第４期計画の目標値は、次のとおりです。 

○平成29年度末までに、平成25年度末の施設入所者数429人のうち、14人（3.3％）

が地域生活に移行するものとします。 

○平成29年度末の施設入所者数は、平成25年度末の施設入所者429人から、６人

（1.4％）減少した423人とします。 

施設入所者の地域生活への移行者数は、目標の14人に対して、平成28年度末で13

人となっていますが（図表３－４）、平成29年度末には17人（4.0％）と見込んでい

ます（図表３－３）。 

施設入所者数の減少数は、目標の６人に対して、平成28年度末で８人となってお

り、平成29年度末には10人（2.3％）と見込んでいます（図表３－３）。 

図表３－３ 施設入所者の地域生活への移行に関する目標値と実績値（見込み） 

区   分 数 値 考  え  方 

平成25年度末の施設入所者数 429人 － 

地域生活

移行者数 

目 標 値 14人(3.3％) 平成25年度末の全施設入所者数のうち、グループ

ホーム等へ移行した人数 実績値（見込み） 17人(4.0％) 

施設入所

者減少数 

目 標 値 ６人(1.4％) 
平成25年度末の全施設入所者数から減少した人数

実績値（見込み） 10人(2.3％) 

図表３－４ 施設入所者の地域生活への移行者数の推移（各年度末） 
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(2) 地域生活支援拠点等の整備 

地域生活支援拠点等は、平成29年度末までに市内に１か所以上整備することを目

標とし、これまで、先行事例等の情報を収集し、拠点等のあり方を検討してきまし

たが、今後、障がい者関係団体と協議するなどし、さらに検討を進めていく必要が

あります。 

 

(3) 福祉施設から一般就労への移行等 

a 福祉施設から一般就労への移行者数 

福祉施設から一般就労への移行者数は、平成24年度の2.5倍の40人を目標として

いましたが、平成28年度末で61人となっており（図表３－６）、平成29年度末には

55人（3.4倍）と見込んでいます（図表３－５）。 

図表３－５ 福祉施設から一般就労への移行者数の目標値と実績値（見込み） 

区   分 数 値 考 え 方 

平成24年度の年間一般就労移行者数 16人 － 

目標年度の年間一

般就労移行者数 

目   標   値 40人(2.5倍) 平成29年度に福祉施設を退所して

一般就労した人数 実績値 (見込み) 55人(3.4倍) 

図表３－６ 福祉施設から一般就労への移行者数の推移 
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b 就労移行支援事業の利用者数 

就労移行支援事業の利用者数は、平成25年度末の1.6倍の106人の目標に対し、

平成28年度末で74人となっていますが、平成29年度末には90人（1.4倍）と見込ん

でいます。 

図表３－７ 就労移行支援事業の利用者数の目標値と実績値（見込み） 

区   分 数 値 考 え 方 

平成25年度末の就労移行支援事業の利用

者数 
66人 － 

目標年度の就労移行

支援事業の利用者数 

目  標  値 106人(1.6倍) 平成29年度末において就労移行支

援事業を利用する人数 実績値(見込み) 90人(1.4倍) 

 

c 就労移行支援事業所における一般就労への移行率 

就労移行支援事業所のうち、一般就労への移行率が３割以上の事業所の割合は、

平成29年度末で全体の５割以上の目標に対し、平成28年度末で42％となっていま

すが、平成29年度末には45％と見込んでいます。 
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３ 計画の目標 

 

(1) 施設入所者の地域生活への移行 

真に必要なサービスを提供する観点から、計画相談支援を通じて、施設入所者の

意向を確認し、障がいの状態やニーズに合わせた支援を行い、障がいのある人の希

望や自らの決定に基づいた地域生活への移行や継続を促進します。 

○平成32年度末までに、平成28年度末の施設入所者数421人のうち、16人（3.8％）

が地域生活に移行するものとします。 

○平成32年度末の施設入所者数は、平成28年度末の施設入所者421人から、９人

（2.1％）減少した412人とします。 

図表３－８ 施設入所者の地域生活への移行者数等の目標値 

区  分 目標値 考  え  方 

平成28年度末の施設入

所者数 
421人 － 

地域生活移行者数 
16人 

（3.8％） 

平成28年度末の全施設入所者数のうち、グループホーム等

へ移行する人数 

施設入所者減少数 
９人 

（2.1％） 
平成28年度末の全施設入所者数から減少する人数 

 

(2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

平成32年度末までに、岐阜市障害者総合支援協議会等を通じて、精神に障がいの

ある人の地域生活の支援に向けた保健・医療、福祉の関係者による協議の場を設置

します。 

 

(3) 地域生活支援拠点等の整備 

平成32年度末までに、障がい者関係団体との協議を踏まえ、障がいのある人の地

域生活を支援するための拠点等の整備を推進します。 
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(4) 福祉施設から一般就労への移行等 

a 福祉施設から一般就労への移行者数 

平成32年度の福祉施設から一般就労への移行者数は、平成28年度の1.5倍の89人

を目標とします。 

図表３－９ 福祉施設から一般就労への移行者数の目標値 

区  分 目標値 考  え  方 

平成28年度の年間一般就

労移行者数 
61人 － 

目標年度の年間一般就労

移行者数 

89人 

（1.5倍）
平成32年度に福祉施設を退所して一般就労する人数 

 

b 就労移行支援事業の利用者数 

平成32年度末の就労移行支援事業の利用者数は、平成28年度末の1.4倍（第４期

障害福祉計画の未達成分（２割分）を含みます。）の100人を目標とします。 

図表３－10 就労移行支援事業の利用者数の目標値 

区  分 目標値 考  え  方 

平成28年度末の就労移行

支援事業の利用者数 
74人 － 

目標年度の就労移行支援

事業の利用者数 

100人 

（1.4倍）

平成32年度末において就労移行支援事業を利用する人

数 

 

c 就労移行支援事業所における一般就労への移行率 

平成32年度の一般就労への移行率が３割以上の就労移行支援事業所の割合を全

体の５割以上とすることを目標とします。 

 

d 一般就労への定着率 

平成31・32年度において、就労定着支援開始から１年後の職場定着率を８割以

上とすることを目標とします。 
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(5) 障害児通所支援サービスの提供体制の整備等 

a 児童発達支援センターの設置 

平成32年度末まで、恵光学園など市内の既存の児童発達支援センター２カ所の

確保を図ります。 

 

b 保育所等訪問支援体制の構築 

平成32年度末まで、恵光学園など市内の既存の保育所等訪問支援事業所６カ所

の確保を図ります。 

 

c 主に重症心身障がいのある児童を支援する児童発達支援事業所等の確保 

平成32年度末まで、既存の児童発達支援事業所４カ所と放課後等デイサービス

事業所４カ所の確保を図ります。 

 

d 医療的ケアを必要とする児童の支援体制の構築 

平成30年度末までに、岐阜市障害者総合支援協議会等を通じて、医療的ケアを

必要とする児童の支援に向けた保健・医療、障がい福祉、保育、教育等の関係者

による連携・協議の場を設置します。 
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１ 訪問系サービス 

 

利用者のニーズに応じて、訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行

動援護を提供するサービス）の確保と事業所への指導によるサービスの向上に努めます。 

サービス名 内     容 

居宅介護 

障がいのある人に対し、居宅において、入浴、排せつ、食事、通院などの介護、調理、

洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談や助言、その他の生活全般にわたる援助

を行うサービスです。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由、知的障がい、精神障がいのため、常時介護を必要とする人に対し、

居宅や入院時において、長時間にわたり生活全般の介護や移動中の介護を総合的に行う

サービスです。 

同行援護 
視覚障がいにより、移動が著しく困難な人の外出時に同行し、移動に必要な情報を提供

するとともに、移動の援護、排せつ、食事の介護などの援助を行うサービスです。 

行動援護 

自己判断力が制限されている人（自閉症、てんかんなどの重度の知的障がいのある人や

統合失調症などの重度の精神に障がいのある人であって、危険回避ができない、自傷、

異食、徘徊などの行動障がいに対する援護を必要とする人）が行動する際の危険を回避

するための援護や移動中の介護を行うサービスです。 

重度障害者等 

包括支援 

常時介護を要する障がいのある人で、介護の必要の程度が著しく高い人に対し、居宅介

護や重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援、共同生活援助を包括的に行うサービスであり、緊急のニーズにも臨

機応変に対応することのできるサービスです。 

a 第４期計画と実績 

「居宅介護」は、利用者数、利用延時間数ともに、やや増加しているものの、計画

を下回って推移しています。 

「重度訪問介護」は、利用者数、利用延時間数ともに、ほぼ横ばいで、計画をやや

下回って推移しています。 

「同行援護」は、利用者数、利用延時間数ともに、ほぼ計画どおりに推移していま

す。 

「行動援護」は、利用者数、利用延時間数ともに、ほぼ横ばいで、計画を下回って

推移しています。 

「重度障害者等包括支援」は、県内に事業所がなく、利用実績もありません。 

 



第４章 障害福祉サービス 

61 

図表４－１ 訪問系サービスの第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み

居宅介護 
利 用 者 数 (人／月) 439 389 485 424 536 458

利用延時間数(時間／月) 7,678 7,075 8,338 7,310 9,055 7,849

重度訪問

介護 

利 用 者 数 (人／月) 12 10 13 10 14 11

利用延時間数(時間／月) 3,557 3,238 3,859 3,693 4,161 3,730

同行援護 
利 用 者 数 (人／月) 73 73 76 80 79 83

利用延時間数(時間／月) 1,952 1,967 2,011 2,042 2,071 2,208

行動援護 
利 用 者 数 (人／月) 6 6 8 5 10 6

利用延時間数(時間／月) 150 97 200 97 250 97

b 見込量 

平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、「居宅介護」「同行援護」「重

度訪問介護」「行動援護」のいずれもやや増加すると見込みます。 

図表４－２ 訪問系サービスの見込量 

区   分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

居宅介護 
利 用 者 数 (人／月) 488 521 556 

利用延時間数(時間／月) 8,397 8,968 9,578 

重度訪問

介護 

利 用 者 数 (人／月) 12 13 14 

利用延時間数(時間／月) 3,935 4,173 4,425 

同行援護 
利 用 者 数 (人／月) 89 94 99 

利用延時間数(時間／月) 2,296 2,380 2,467 

行動援護 
利 用 者 数 (人／月) 6 13 14 

利用延時間数(時間／月) 97 208 227 

c 見込量の確保策 

「居宅介護」は、市内に62カ所（平成29年４月１日現在）の提供事業所、「重度訪問

介護」は、市内に54カ所（平成29年４月１日現在）の提供事業所があり、現在の利用

事業所に加え、介護保険サービス事業所（訪問介護事業所）からの参入が今後も見込

まれることから、見込量は確保できると考えます。 

「同行援護」は、市内に16カ所（平成29年４月１日現在）の提供事業所があり、現

在の利用事業所により、見込量は確保できると考えます。 

「行動援護」は、市内に６カ所（平成29年４月１日現在）の提供事業所があり、現

在の利用事業所に加え、事業所を対象にした状況調査（以下「事業所状況調査」とい
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います。）において、事業の実施を予定している事業所があることから、見込量は確保

できると考えます。なお、著しく行動に障がいのある人の生活を支援するため、支援

者養成研修への参加を働きかけ、サービスの向上を図ります。 

なお、「重度障害者等包括支援」は、県内に提供事業所がなく、利用実績もないため、

見込みもありません。 
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２ 日中活動系サービス 

 

利用者のニーズに応じて、日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、就労定着支援、療養介護、短期入所を提供するサービス）の確保と、必

要に応じて事業所への指導によるサービスの向上に努めます。 

 

(1) 生活介護 

常時介護を必要とする障害支援区分が一定以上の障がいのある人に対し、主とし

て昼間に、障害者支援施設や生活介護事業所において、入浴や排せつ、食事の介護

を行うとともに、創作的活動、生産活動の機会などを提供するサービスです。この

サービスは、施設入所者も利用できます。 

a 第４期計画と実績 

利用者数、利用延日数ともに、ほぼ計画どおりに推移しています。 

図表４－３ 生活介護の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／月） 786 803 806 820 822 827

利用延日数（日／月） 14,886 15,145 15,264 15,394 15,566 15,591

b 見込量 

特別支援学校高等部卒業生による新規利用など、平成27年度から平成29年度ま

での利用実績等を踏まえ、引き続き、若干増加すると見込みます。 

図表４－４ 生活介護の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／月） 847 860 877 

利用延日数（日／月） 15,819 16,126 16,438 

c 見込量の確保策 

市内に25カ所（定員数660、平成29年４月１日現在）の生活介護提供事業所があ

り、現在の利用事業所に加え、事業所状況調査において、定員の拡大や施設整備

を予定している事業所があることから、必要に応じて支援するなどし、見込量の

確保に努めます。 
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(2) 自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（機能訓練）は、病院を退院し、身体的リハビリテーションの継続や社

会的リハビリテーションの実施が必要な身体に障がいのある人、また、特別支援学

校を卒業し、社会的リハビリテーションの実施が必要な身体に障がいのある人に対

し、地域生活を営む上で必要な身体機能の維持、回復などのための訓練を行うサー

ビスです。 

a 第４期計画と実績 

利用者数、利用延日数ともに、おおむね計画どおりに推移しています。 

図表４－５ 自立訓練（機能訓練）の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／月） 1 1 1 1 1 1

利用延日数（日／月） 22 17 22 16 22 13

b 見込量 

平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、引き続き、横ばいで推

移すると見込みます。 

図表４－６ 自立訓練（機能訓練）の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／月） 1 1 1 

利用延日数（日／月） 20 20 20 

c 見込量の確保策 

県内に自立訓練（機能訓練）提供事業所はありませんが、県外の利用事業所に

より、見込量は確保できると考えます。 

 

(3) 自立訓練（生活訓練） 

自立訓練（生活訓練）は、病院や施設を退院、退所した人、また、特別支援学校

を卒業した人のうち、社会的リハビリテーションの実施が必要な知的や精神に障が

いのある人に対し、地域生活を営む上で必要な生活能力の維持、向上などのための

訓練を行うサービスです。 

a 第４期計画と実績 

利用者数、利用延日数ともに、やや増加しており、計画を上回って推移してい

ます。 
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図表４－７ 自立訓練（生活訓練）の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／月） 27 27 27 34 27 37

利用延日数（日／月） 411 466 411 523 411 558

b 見込量 

平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、引き続き、やや増加す

ると見込みます。 

図表４－８ 自立訓練（生活訓練）の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／月） 42 45 49 

利用延日数（日／月） 617 676 740 

c 見込量の確保策 

市内に３カ所（定員数60、平成29年４月１日現在）の自立訓練（生活訓練）提

供事業所があり、現在の利用事業所により、見込量は確保できると考えます。 

 

(4) 宿泊型自立訓練（生活訓練） 

宿泊型自立訓練（生活訓練）は、社会的リハビリテーションの実施が必要な知的

や精神に障がいのある人に対し、居住の場を提供し、家事などの日常生活能力向上

のための訓練や生活に関する相談、助言を行うサービスです。 

a 第４期計画と実績 

利用者数、利用延日数ともに、やや増加しており、計画を上回って推移してい

ます。 

図表４－９ 宿泊型自立訓練（生活訓練）の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／月） 13 14 13 18 13 20

利用延日数（日／月） 332 348 332 487 332 537

b 見込量 

平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、引き続き、やや増加す

ると見込みます。 
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図表４－10 宿泊型自立訓練（生活訓練）の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／月） 23 25 26 

利用延日数（日／月） 591 638 689 

c 見込量の確保策 

市内に２カ所（定員数40、平成29年４月１日現在）の宿泊型自立訓練（生活訓練）

提供事業所があり、現在の利用事業所により、見込量は確保できると考えます。 

 

(5) 就労移行支援 

就労移行支援は、一般就労を希望する障がいのある人に対し、生産活動やその他

の活動の機会を通じて、一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練な

どを行うサービスです。 

a 第４期計画と実績 

利用者数、利用延日数ともに、やや増加していますが、計画を下回って推移し

ています。 

図表４－11 就労移行支援の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／月） 86 77 96 75 106 90

利用延日数（日／月） 1,376 1,190 1,536 1,183 1,696 1,431

b 見込量 

厚生労働省が示す基本指針において、平成32年度末の就労移行支援の利用者数

は、平成28年度末の利用者数の２割以上の増加を目指すとしていますが、岐阜市

においては４割の増加を見込みます。 

図表４－12 就労移行支援の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／月） 95 100 105 

利用延日数（日／月） 1,510 1,590 1,669 

c 見込量の確保策 

市内に15カ所（定員数224、平成29年４月１日現在）の就労移行支援提供事業所

があり、現在の利用事業所により、見込量は確保できると考えます。 
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引き続き、ハローワークや特別支援学校、相談支援事業所などの関係機関等と

の連携により、就労移行支援のさらなる利用促進を図ります。 

 

(6) 就労継続支援（Ａ型） 

就労継続支援（Ａ型）は、一般企業による雇用等が困難な障がいのある人に対し、

雇用契約などに基づく就労の機会を提供するとともに、生産活動やその他の活動の

機会の提供を通じて、その知識や能力の向上のために必要な訓練などを行うサービ

スです。 

a 第４期計画と実績 

利用者数、利用延日数ともに、大きく増加しており、計画を上回って推移して

います。 

図表４－13 就労継続支援（Ａ型）の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／月） 361 426 397 520 433 579

利用延日数（日／月） 6,967 8,351 7,662 9,987 8,357 11,312

b 見込量 

平成29年度から就労継続支援（Ａ型）事業所の指定基準等の見直しが行われた

ものの、平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえると、今後も、や

や増加すると見込みます。 

図表４－14 就労継続支援（Ａ型）の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／月） 603 621 634 

利用延日数（日／月） 11,766 12,105 12,361 

c 見込量の確保策 

市内に39カ所（定員数720、平成29年４月１日現在）の就労継続支援（Ａ型）提

供事業所があり、現在の利用事業所に加え、事業所状況調査において、施設整備

を予定している事業所があること、また、今後も新規事業者の参入が見込まれる

ことから、見込量は確保できると考えます。 
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(7) 就労継続支援（Ｂ型） 

就労継続支援（Ｂ型）は、一般企業による雇用等が困難な障がいのある人に対し、

就労の機会を提供するとともに、生産活動やその他の活動の機会の提供を通じて、

その知識や能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。 

a 第４期計画と実績 

利用者数、利用延日数ともに、ほぼ計画どおり推移しています。 

図表４－15 就労継続支援（Ｂ型）の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／月） 585 577 598 610 610 660

利用延日数（日／月） 10,764 10,694 11,003 11,203 11,224 12,194

b 見込量 

特別支援学校高等部卒業生による新規利用など、平成27年度から平成29年度ま

での利用実績等を踏まえ、引き続き、やや増加すると見込みます。 

図表４－16 就労継続支援（Ｂ型）の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／月） 700 736 775 

利用延日数（日／月） 12,849 13,528 14,243 

c 見込量の確保策 

市内に33カ所（定員数801、平成29年４月１日現在）の就労継続支援（Ｂ型）提

供事業所があり、現在の利用事業所に加え、事業所状況調査において、定員の拡

大や施設整備を予定している事業所があることから、必要に応じて支援するなど

し、見込量は確保できると考えます。 

 

(8) 就労定着支援 

就労定着支援は、就労移行支援等の利用を経て、一般企業に雇用された障がいの

ある人に対し、一般就労に伴う生活の課題に対応できるよう、一般企業との連絡調

整等の支援を一定期間にわたり行うもので、平成30年度から開始されるサービスで

す。 

a 見込量 

障がい者関係団体等との意見交換の結果等を踏まえ、次のとおり見込みます。 
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図表４－17 就労定着支援の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／月） 26 52 78

b 見込量の確保策 

事業所状況調査において、事業の実施を予定または検討している事業所がある

ことから、見込量は確保できると考えます。 

 

(9) 療養介護 

療養介護は、医療を要する障がいのある人であって常時介護を要する人に対し、

主として昼間に、機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、日

常生活の世話を医療機関で行うサービスです。 

a 第４期計画と実績 

利用者数は、ほぼ計画どおりに推移しています。 

図表４－18 療養介護の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／月） 39 39 41 42 41 45

b 見込量 

障害児入所施設からの移行など、平成27年度から平成29年度までの利用実績等

を踏まえ、引き続き、若干増加すると見込みます。 

図表４－19 療養介護の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／月） 46 48 50

c 見込量の確保策 

市内に１カ所（定員数60、平成29年４月１日現在）の療養介護提供事業所があ

り、現在の利用事業所により、見込量は確保できると考えます。 

 

(10) 短期入所（ショートステイ） 

短期入所（ショートステイ）は、居宅において介護を行う人の疾病やその他の理

由により、障がいのある人が施設へ短期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護など

を受けるサービスで、「福祉型」と「医療型」の２種類があります。なお、親なき後

を見据え、自立するための訓練として定期的に利用する場合もあります。 
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a 第４期計画と実績 

「福祉型」は、利用者数、利用延日数ともに、ほぼ横ばいで、計画を下回って

推移しています。 

「医療型」は、利用者数、利用延日数ともに、増加しており、計画を上回って

推移しています。 

図表４－20 短期入所（ショートステイ）の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み

福祉型 
利用者数（人／月） 124 112 124 113 169 112

利用延日数（日／月） 525 436 525 392 705 430

医療型 
利用者数（人／月） 44 43 44 52 44 61

利用延日数（日／月） 133 140 133 176 133 198

b 見込量 

「福祉型」は、平成27年度から平成29年度までの利用実績はほぼ横ばいである

ものの、介助者へのㇾスパイトとともに障がいのある人の自立のための訓練を含

めたニーズがあることから、やや増加すると見込みます。 

「医療型」は、平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、やや増

加すると見込みます。 

図表４－21 短期入所（ショートステイ）の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

福祉型 
利用者数（人／月） 118 131 131 

利用延日数（日／月） 454 502 502 

医療型 
利用者数（人／月） 79 79 79 

利用延日数（日／月） 204 204 204 

c 見込量の確保策 

市内に18カ所（定員数54、平成29年４月１日現在）の短期入所（ショートステ

イ）提供事業所があり、現在の利用事業所に加え、医療的ケアを必要とする障が

いのある児童等の一時的な預け入れ先や介助者のレスパイトの観点から、新規事

業者の参入の促進を図るなどし、見込量の確保に努めます。 
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３ 居住系サービス 

 

利用者にとって、真に必要な施設入所支援のサービスの確保を図るとともに、地域に

おける居住の場である共同生活援助（グループホーム）やひとり暮らしを支援する自立

生活援助のサービスを確保することにより、施設入所や入院からの地域生活への移行や

継続を支援します。 

 

(1) 自立生活援助 

自立生活援助は、施設入所や入院、グループホームの利用を経て、ひとり暮らし

を希望する知的や精神に障がいのある人等に対し、地域生活を支援するため、定期

的な巡回訪問や随時の対応など一定期間にわたり行うもので、平成30年度から開始

されるサービスです。 

a 見込量 

障がい者関係団体等との意見交換の結果等を踏まえ、次のとおり見込みます。 

図表４－22 自立生活援助の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／月） 13 13 19

b 見込量の確保策 

事業所状況調査において、事業の実施を予定または検討している事業所がある

ことから、見込量は確保できると考えます。 

 

(2) 共同生活援助（グループホーム） 

共同生活援助（グループホーム）は、障がいのある人に対し、主として夜間に共

同生活を営む居宅において日常生活上の援助を行うサービスです。なお、昼間は、

日中活動系サービス等を利用します。 

a 第４期計画と実績 

利用者数は、ほぼ計画どおり推移しています。 

図表４－23 共同生活援助（グループホーム）の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／月) 207 206 222 221 233 239
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b 見込量 

平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、引き続き増加すると見

込みます。 

図表４－24 共同生活援助（グループホーム）の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／月） 266 292 318

c 見込量の確保策 

市内に39カ所（定員数217、平成29年４月１日現在）の共同生活援助（グループ

ホーム）提供事業所があり、現在の利用事業所に加え、事業所状況調査において、

施設整備を予定している事業所があることから、必要に応じて支援するなどし、

見込量の確保に努めます。 

 

(3) 施設入所支援 

施設入所支援は、施設に入所する障がいのある人に対し、主として夜間に、入浴、

排せつ、食事の介護などを行うサービスです。なお、昼間は、施設障害福祉サービ

ス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ｂ型）を利用します。 

a 第４期計画と実績 

利用者数は、おおむね計画どおり推移しています。 

図表４－25 施設入所支援の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／月) 425 423 424 421 423 419

b 見込量 

厚生労働省が示す基本指針において、平成28年度末の施設入所者数を平成32年

度末までに２％以上削減するとしていますが、岐阜市においては、平成28年度末

の施設入所者数421人のうち９人（2.1％）の減少を見込みます。 

図表４－26 施設入所支援の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／月） 416 414 412

c 見込量の確保策 

市内に６カ所（定員数260、平成29年４月１日現在）の施設入所支援提供事業所

があり、現在の利用事業所により、見込量は確保できると考えます。 
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４ 相談支援 

 

障がいのある人の相談支援には、「計画相談支援」「地域移行支援」「地域定着支援」

があります。「計画相談支援」は障害福祉サービスなどを利用するためのサービス等利

用計画の作成や見直し、「地域移行支援」は入所している障がいのある人や入院してい

る精神に障がいのある人が地域生活に移行するための相談、「地域定着支援」は施設・

病院から退所・退院し、地域生活が不安定な障がいのある人に対して常時の連絡体制や

緊急時の相談の支援等を行うサービスです。基幹相談支援センターの業務として、相談

支援事業所との連携を強化するとともに、相談支援を行う人材育成や個別事例における

専門的な助言、指導を行い、相談支援の質の向上に努めます。 

a 第４期計画と実績 

計画相談支援の利用者数は計画をやや上回って推移し、地域移行支援、地域定着支

援の利用者数は、若干数となっています。 

図表４－27 相談支援の第４期計画と実績 

区   分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

計画相談支援利用者数（人／月） 530 503 421 499 434 509

地域移行支援利用者数（人／月） 2 0 3 0 4 1

地域定着支援利用者数（人／月） 2 0 3 2 4 1

b 見込量 

計画相談支援は、平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、若干増加

し、地域移行支援、地域定着支援は、施設の入所者や病院の入院者の地域生活への移

行により、若干数あると見込みます。 

図表４－28 相談支援の見込量 

区   分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

計画相談支援利用者数（人／月） 543 571 601 

地域移行支援利用者数（人／月） 1 1 1 

地域定着支援利用者数（人／月） 1 1 1 

c 見込量の確保策 

市内に33カ所（平成29年４月１日現在）の相談支援事業所があり、現在の利用事業

所により、見込量は確保できると考えます。 
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地域生活支援事業は、障がいのある人が地域において自立した日常生活や社会生活をお

くることができるよう、地域の特性やサービスの利用者の状況に応じた柔軟な形態による

事業を効果的、効率的に実施するものです。地域生活支援事業には、「必須事業」と市町村

の判断により実施する「任意事業」があります。 

地域生活支援事業を実施するにあたっては、効率性、効果性の観点から、真に必要なサー

ビスの見直しなどを図るとともに、サービス利用に際しては、利用者負担など、公平性の

確保に努めます。 

 

１ 必須事業 

 

(1) 理解促進研修・啓発事業 

理解促進研修・啓発事業は、地域住民に対し、幅広く障がいや障がいのある人へ

の理解を深めるため、イベントや広報活動等を行う事業です。 

ポスターやパンフレットなどを通じて、岐阜市発の白杖ＳＯＳシグナルのシンボ

ルマークを含む障がい者に関するマークやヘルプマークに対する正しい理解ととも

に、障がいの種類や特性、障がいのある人に対する理解と配慮について啓発を図っ

ています。また、障がい者関係団体と連携し、障害者週間や世界自閉症啓発デーに

あわせた啓発イベントを実施し、障がいのある人に対する理解の促進に努めていま

す。引き続き、広報活動やイベント等の実施に努めます。 

 

(2) 自発的活動支援事業 

自発的活動支援事業は、障がいのある人やその家族、地域の住民などによる交流

活動などの自発的な取り組みを支援する事業です。 

障がいのある人の交流などを推進する障がい者関係団体に対し、団体の運営に係

る補助を実施しています。必要に応じて、団体と協議し、事業に係る補助の実施を

検討します。 

 

(3) 相談支援事業 

障がいのある人やその介助者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護

のため、引き続き、以下の事業に取り組みます。 

○障害者相談支援事業 

事業を効果的に実施するために、障害者生活支援センターを設置するとともに、

障がいのある人等からの相談、必要な情報の提供や助言、権利擁護のための必要



第５章 地域生活支援事業 

77 

な援助を専門性のある相談支援事業所に委託するほか、岐阜市障害者総合支援協

議会により、地域の関係機関と連携を図り、障がいのある人を支えるネットワー

クの構築に努めます。 

○基幹相談支援センター等機能強化事業 

基幹相談支援センター業務を行う組織を障がい福祉課に設置するとともに、上

記の委託相談支援事業所を基幹相談支援センターのサテライトとし、専門的職員

を配置することにより、機能の強化を図ります。障害者相談支援事業に加え、他

の相談支援事業所などに対する専門的な指導や助言、情報の収集や提供、人材育

成の支援、地域のさまざまな相談機関との連携強化、地域移行、地域包括ケアシ

ステムの構築に向けた取り組みなどを実施します。 

○住宅入居等支援事業 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているものの、保証人がいないなど

の理由により入居が困難な障がいのある人に対して、入居に必要な調整、家主等

への相談・助言などを行う事業です。引き続き、支援のあり方を検討します。 

 

(4) 成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度を利用することが有用であると認め

られる知的や精神に障がいのある単身世帯の人に対し、申し立てに要する費用など、

制度を利用する際に必要な経費の一部を助成する事業です。 

a 第４期計画と実績 

平成27年度と平成28年度の利用実績はありませんが、平成29年度は１人を見込

んでいます。 

図表５－１ 成年後見制度利用支援事業の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／年） 3 0 4 0 5 1

b 見込量 

成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行を踏まえ、社会的に孤立しがち

な知的や精神に障がいのある人に対し、成年後見制度の積極的な活用を促進する

ことにより、今後は若干増加すると見込みます。 



第５章 地域生活支援事業 

78 

図表５－２ 成年後見制度利用支援事業の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／年） 3 4 5

 

(5) 成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における後見などの業務を適正

に行う法人を確保するとともに、市民後見人の活用を含めた法人後見の支援を行う

事業です。引き続き、支援のあり方を検討します。 

 

(6) 意思疎通支援事業 

意思疎通支援事業は、聴覚障がいなどのため、意思疎通を図ることに支障がある

障がいのある人に対し、手話通訳者、要約筆記者などの派遣を行うとともに、手話

通訳者を設置する事業です。 

a 第４期計画と実績 

手話通訳者派遣回数、要約筆記者派遣回数ともに、おおむね増加していますが、

計画を下回って推移しています。 

図表５－３ 意思疎通支援事業の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み

手話通訳者派遣回数（回／年） 283 164 311 251 339 280

要約筆記者派遣回数（回／年） 96 88 109 78 123 95

手話通訳者設置か所（か所） 1 1 1 1 1 1

b 見込量 

平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、引き続き、増加すると

見込みます。 

図表５－４ 意思疎通支援事業の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

手話通訳者派遣回数（回／年） 312 348 387 

要約筆記者派遣回数（回／年） 115 139 169 

手話通訳者設置か所（か所） 1 1 1 

c 見込量の確保策 

手話通訳者や要約筆記者の養成を図ることにより、見込量は確保できると考え
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ます。 

 

(7) 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 

専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業は、聴覚に障がいのある人などの

意思疎通を支援するため、手話通訳者、要約筆記者などの広域的な派遣などを行う

事業です。岐阜県の事業の実施状況を踏まえつつ、必要に応じて、事業の実施を検

討します。 

 

(8) 手話奉仕員養成研修事業・専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 

手話奉仕員養成研修事業は、日常会話程度の手話表現技術を習得する手話奉仕員

の養成研修を実施する事業です。専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事

業は、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術、基本技術を習得する手話通訳者

や要約筆記に必要な要約技術、基本技術を習得する要約筆記者の養成研修を行う事

業です。 

a 第４期計画と実績 

いずれも、計画を下回って推移しています。 

図表５－５ 手話奉仕員養成研修事業等の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み

手話奉仕員養成研修（人／年） 40 34 40 36 40 40

手話通訳者養成研修（人／年） 20 8 20 5 20 13

要約筆記者養成研修（人／年） 30 19 30 8 30 11

b 見込量 

平成27年度から平成29年度までの利用実績等のほか、手話奉仕員から手話通訳

者へのステップアップ研修などを実施することを踏まえ、次のとおり見込みます。 

図表５－６ 手話奉仕員養成研修事業等の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

手話奉仕員養成研修（人／年） 40 40 40  

手話通訳者養成研修（人／年） 20 20 20 

要約筆記者養成研修（人／年） 30 30 30 
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(9) 日常生活用具給付等事業 

日常生活用具給付等事業は、「介護・訓練支援用具（入浴担架、特殊寝台など）」「自

立生活支援用具（入浴補助用具、便器など）」「在宅療養等支援用具（電気式たん吸

引器など）」「情報・意思疎通支援用具（携帯用会話補助装置など）」「排泄管理支援

用具（ストマ用装具、紙おむつなど）」「居宅生活動作補助用具（住宅改修費）」の６

種類の日常生活用具を給付する事業です。 

a 第４期計画と実績 

いずれも、おおむね計画どおり推移しています。 

図表５－７ 日常生活用具給付等事業の第４期計画と実績            （件／年） 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

介護・訓練支援用具 29 20 30 31 30 33

自立生活支援用具 88 89 89 81 89 84

在宅療養等支援用具 152 140 152 134 152 132

情報・意思疎通支援用具 79 62 80 92 80 97

排泄管理支援用具 10,123 10,023 10,383 10,323 10,644 10,570

居宅生活動作補助用具 12 11 12 9 12 10

b 見込量 

いずれも、平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、引き続き、

横ばいで推移すると見込みます。 

図表５－８ 日常生活用具給付等事業の見込量 （件／年） 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

介護・訓練支援用具 35 37 39 

自立生活支援用具 88 91 95 

在宅療養等支援用具 132 132 132 

情報・意思疎通支援用具 103 108 115 

排泄管理支援用具 10,823 11,082 11,347 

居宅生活動作補助用具 12 13 14 

 

(10) 移動支援事業 

移動支援事業は、屋外における移動が困難な障がいのある人に対し、社会生活上

必要不可欠な外出や余暇活動などに参加するため、外出時の移動を支援する事業で

す。 
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a 第４期計画と実績 

利用者数、利用延時間数ともに、若干増加していますが、計画を下回って推移

しています。 

図表５－９ 移動支援事業の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利 用 者 数 （人／年） 317 290 333 300 350 303

利用延時間数（時間／年） 26,504 26,099 27,829 27,251 29,220 27,804

b 見込量 

平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、引き続き、若干増加す

ると見込みます。 

図表５－10 移動支援事業の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利 用 者 数 （人／年） 307 310 313 

利用延時間数（時間／年） 28,369 28,945 29,532 

c 見込量の確保策 

市内に29カ所（平成29年４月１日現在）の移動支援提供事業所があり、現在の

利用事業所に加え、今後も新規事業者の参入が見込まれることから、見込量は確

保できると考えます。 

 

(11) 地域活動支援センター事業 

地域活動支援センター事業は、障がいのある人に対し、地域の実情に応じた創作

的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などの支援を行う事業です。 

a 第４期計画と実績 

利用者数は、若干増加していますが、計画を下回って推移しています。 

図表５－11 地域活動支援センター事業の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

事業所数（か所） 7 7 7 7 8 7

利用者数（人／年） 859 616 853 706 847 720
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b 見込量 

平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、引き続き、若干増加す

ると見込みます。 

図表５－12 地域活動支援センター事業の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

事業所数（か所） 7 7 7

利用者数（人／年） 718 725 731

c 見込量の確保策 

現在の利用事業所により、見込量は確保できると考えます。 

 

(12) 障害児等療育支援事業 

在宅の障がいのある児童に対し、訪問による療育指導、外来による専門的な療育

相談・指導、障がいのある児童が通う保育所や障害児通所支援事業所などの職員の

療育技術の指導、療育機関に対する支援を行う事業です。引き続き、必要な支援を

行います。 

 

(13) 広域的な支援事業（精神障害者地域生活支援広域調整等事業） 

精神に障がいのある人が自立した日常生活や社会生活をおくるために必要な広域

調整や専門性の高い相談支援等を行う事業です。必要に応じて、関係市町村と協議

し、事業の実施を検討します。 
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２ 任意事業 

 

(1) 訪問入浴サービス事業 

訪問入浴サービス事業は、身体に重度の障がいのある人の居宅を訪問し、入浴サー

ビスを提供する事業です。 

a 第４期計画と実績 

利用者数は、計画を上回って推移しています。 

図表５－13 訪問入浴サービス事業の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／年） 46 47 49 55 52 64

b 見込量 

平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、引き続き、増加すると

見込みます。 

図表５－14 訪問入浴サービス事業の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／年） 73 85 98

c 見込量の確保策 

市内に５カ所（平成29年４月１日現在）の訪問入浴サービス事業所があり、現

在の利用事業所により、見込量は確保できると考えます。 

 

(2) 日中一時支援事業 

日中一時支援事業は、障がいのある人の日中における活動の場を一時的に提供す

ることにより、その介助者の就労支援やレスパイトを提供する事業です。平成26年

度より医療的ケアの必要な重度の障がいのある人を対象とした加算を創設しました。 

a 第４期計画と実績 

利用者数は、若干増加しているものの、計画を下回って推移しています。 

図表５－15 日中一時支援事業の第４期計画と実績 

区  分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み 

利用者数（人／年） 145 120 145 128 145 130
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b 見込量 

日中一時支援事業の利用者は、放課後等デイサービスへの移行による減少が見

られますが、医療的ケアの必要な重度の障がいのある人のニーズもあり、若干増

加すると見込みます。 

図表５－16 日中一時支援事業の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数（人／年） 132 135 137

c 見込量の確保策 

市内に９カ所（平成29年４月１日現在）の日中一時支援事業所があり、現在の

利用事業所により、見込量は確保できると考えます。 

 

(3) 福祉ホーム・盲人ホーム 

福祉ホームは、住居を求めている障がいのある人に対し、低額な料金で居室その

他の設備を提供するものです。 

盲人ホームは、あん摩師、はり師、きゅう師の免許を有する視覚に障がいのある

人に対し、必要な技術の指導を行うものです。 

a 第４期計画と実績 

盲人ホームとして白杖園を設置していますが、福祉ホームは設置していません。 

b 見込量 

盲人ホームは既存施設を維持し、福祉ホームは県外の施設の利用を支援します。 

 

(4) 社会参加支援 

障がいのある人の社会参加を促進するため、引き続き、以下の事業を実施します。 

○障がい者芸術祭 

12月3日から９日までの障害者週間にあわせ、障がいのある人の芸術活動に関す

る発表の場を提供するとともに、障がいのある人と市民の交流を通じて、障がい

や障がいのある人に対する理解を深めるための機会を提供するものです。 

○広報ぎふ点字版等発行 

文字による情報入手が困難な障がいのある人に対し、点訳や音声訳により、岐

阜市からの広報や視覚障がい関係事業の紹介、生活情報、その他障がいのある人

が地域生活をする上で必要性の高い情報などを定期的に提供するものです。 



第５章 地域生活支援事業 

85 

○自動車改造費助成 

身体に障がいのある人が、就労などのため、自らが所有する自動車を運転しや

すいように改造するために必要な費用の一部を助成するものです。 

a 第４期計画と実績 

広報ぎふの発行部数は、点字版、録音版ともに、計画どおりに推移しています

が、自動車改造費助成は、計画を下回って推移しています。 

図表５－17 社会参加支援の第４期計画と実績 

区   分 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 

計画 実績 計画 実績 計画 見込み

広報ぎふ点字版発行（部／年） 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

広報ぎふ録音版発行（部／年） 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560

自動車改造費助成（人／年） 21 15 22 11 23 12

b 見込量 

平成27年度から平成29年度までの利用実績等を踏まえ、広報ぎふの発行部数は、

点字版、録音版ともに、現状を維持し、自動車改造費助成は、引き続き、ほぼ横

ばいで推移すると見込んでいます。 

図表５－18 社会参加支援の見込量 

区   分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

広報ぎふ点字版発行（部／年） 4,320 4,320 4,320 

広報ぎふ録音版発行（部／年） 1,560 1,560 1,560 

自動車改造費助成（人／年） 12 12 12 

 

(5) 障害者虐待防止対策支援 

障がいのある人への虐待を未然に防止し、早期発見と迅速な対応を図る障がい者

虐待防止センター機能を備えるため、引き続き、専門職員を配置します。 

 

(6) その他の日常生活支援 

このほか、引き続き、以下の事業を実施します。 

○福祉電話の貸与 

電話回線の設置が困難な聴覚に障がいある人や外出困難な身体に障がいのある

人に対し、外部とのコミュニケーションや緊急連絡手段を確保するものです。 
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○緊急通報装置の貸与 

家庭における急病や事故に備え、ひとり暮らしの障がいのある人の自宅に緊急

通報装置を設置し、ペンダントや通報装置の非常ボタンを押すことにより、消防

署につながり救急車や協力員が駆けつけるものです。 

○人体感知センサーの貸与 

利用者が日常生活している動きを感知しやすい場所にセンサーを設置し、常時

電話回線で監視センターへ感知情報を送信することにより、安否確認を行うもの

です。 

○愛の一声運動 

愛の一声運動推進員が障がいのある人の自宅を訪問し、一声かけることにより

安否確認を行うものです。 

 

(7) 巡回支援専門員整備（就学前巡回相談事業） 

発達障がいや発達の遅れのある児童が入所する保育所（園）や認定こども園、幼

稚園等に、巡回相談員を派遣し、児童やその保護者、保育者の困り感の低減、解消

を図るため、保育参観や面談を通じて、保育の方向性や具体的な支援方法などの相

談を行う事業です。引き続き、巡回相談員を派遣し、保育の質の向上など、支援体

制の整備に努めます。 
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１ 障害児通所支援 

 

利用者のニーズに応じて、障害児通所支援サービス（児童発達支援、医療型児童発達

支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援を提供する

サービス）の確保と、必要に応じて事業所への指導によるサービスの向上に努めます。 

 

(1) 児童発達支援 

児童発達支援は、集団療育や個別療育を行う必要がある未就学の障がいのある児

童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への

適応訓練などの支援を行うサービスです。 

a 利用実績 

利用児数、利用延日数ともに、増加しています。 

図表６－１ 児童発達支援の利用実績 

区  分 平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み）

利用児数（人／月） 140 156 183

利用延日数（日／月） 1,813 1,919 2,126

b 見込量 

過去３年間の利用実績を踏まえ、次のとおり見込みます。 

図表６－２ 児童発達支援の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用児数（人／月） 196 206 216 

利用延日数（日／月） 2,403 2,527 2,657 

c 見込量の確保策 

市内に21カ所（定員数304、平成29年４月１日現在）の児童発達支援提供事業所

があり、現在の利用事業所により、見込量は確保できると考えます。 

 

(2) 医療型児童発達支援 

医療型児童発達支援は、肢体不自由の児童に対し、日常生活における基本的な動

作の指導などの支援や治療を行うサービスです。 

a 利用実績 

利用児数、利用延日数ともに、ほぼ横ばいで推移しています。 
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図表６－３ 医療型児童発達支援の利用実績 

区  分 平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み）

利用児数（人／月） 52 49 55

利用延日数（日／月） 308 310 323

b 見込量 

過去３年間の利用実績を踏まえ、次のとおり見込みます。 

図表６－４ 医療型児童発達支援の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用児数（人／月） 55 55 55 

利用延日数（日／月） 332 332 332 

c 見込量の確保策 

市内に２カ所（平成29年４月１日現在）の医療型児童発達支援提供事業所があ

り、現在の利用事業所により、見込量は確保できると考えます。 

 

(3) 放課後等デイサービス 

放課後等デイサービスは、就学している障がいのある児童に、放課後や学校の休

業日において、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流の促進などの支援

を行うサービスです。 

a 利用実績 

利用児数、利用延日数ともに、大きく増加しています。 

図表６－５ 放課後等デイサービスの利用実績 

区  分 平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み）

利用児数（人／月） 391 495 623

利用延日数（日／月） 4,777 6,369 8,646

b 見込量 

平成30年度から放課後等デイサービスの人員基準の厳格化が図られるものの、

特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童の利用状況などから、今後も、やや

増加すると見込みます。 

図表６－６ 放課後等デイサービスの見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用児数（人／月） 709 777 839 

利用延日数（日／月） 9,923 10,789 11,512 
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c 見込量の確保策 

市内に49カ所（定員数530、平成29年４月１日現在）の放課後等デイサービス提

供事業所があり、現在の利用事業所に加え、事業所状況調査において、定員の拡

大や施設整備を予定している事業所があること、また、今後も新規事業者の参入

が見込まれることから、見込量は確保できると考えます。 

 

(4) 保育所等訪問支援 

保育所等訪問支援は、訪問支援員が障がいのある児童の通う保育所（園）や幼稚

園などを訪問し、障がいのある児童が集団生活において他の児童と適応するための

専門的な支援を行うサービスです。 

a 利用実績 

利用児数、利用延日数ともに、増加しています。 

図表６－７ 保育所等訪問支援の利用実績 

区  分 平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み）

利用児数（人／月） 10 13 16

利用延日数（日／月） 25 31 30

b 見込量 

過去３年間の利用実績を踏まえ、次のとおり見込みます。 

図表６－８ 保育所等訪問支援の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用児数（人／月） 19 21 24 

利用延日数（日／月） 36 42 48 

c 見込量の確保策 

市内に５カ所（平成29年４月１日現在）の保育所等訪問支援提供事業所があり、

現在の利用事業所により、見込量は確保できると考えます。 

 

(5) 居宅訪問型児童発達支援 

居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいなどのために外出が著しく困難な障が

いのある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導などの支援を行うもの

で、平成30年度から開始されるサービスです。 
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a 見込量 

実態調査の結果等を踏まえ、次のとおり見込みます。 

図表６－９ 居宅訪問型児童発達支援の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用児数（人／月） 6 7 8 

利用延日数（日／月） 36 42 48 

b 見込量の確保策 

事業所状況調査において、事業の実施を予定または検討している事業所がある

ことから、見込量は確保できると考えます。 
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２ 障害児相談支援 

 

障害児相談支援は、障がいのある児童が障害児通所支援を利用する際に利用計画を作

成し、利用開始以降、一定期間ごとにモニタリングなどの支援を行うサービスです。基

幹相談支援センターの業務として、相談支援事業所との連携を強化するとともに、相談

支援を行う人材育成や個別事例における専門的な助言、指導を行い、相談支援の質の向

上に努めます。また、医療的ケアを必要とする児童の支援体制の構築に向け、多分野に

またがる支援の利用を調整するコーディネーターの配置に努めます。 

a 利用実績 

放課後等デイサービスの利用などから、利用児数は増加しています。 

図表６－10 障害児相談支援の利用実績 

区  分 平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 

利用児数（人／月） 125 157 190 

b 見込量 

過去３年間の利用実績を踏まえ、次のとおり見込みます。 

図表６－11 障害児相談支援の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用児数（人／月） 221 256 292

c 見込量の確保策 

市内に18カ所（平成29年４月１日現在）の障害児相談支援事業所があり、現在の利

用事業所により、見込量は確保できると考えます。 
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３ 障がいのある児童の子ども・子育て支援等 

 

子ども・子育て支援事業等の利用を希望する障がいのある児童が、適切な支援等を受

けられるよう、保育所（園）・認定こども園、放課後児童健全育成事業における体制の

整備に努めます。 

 

(1) 保育所（園）・認定こども園 

保育所（園）は、施設により異なりますが、０歳から５歳までの児童のうち、保

護者が就労等のために家庭で保育できない児童を、保護者に代わって保育する施設

です。 

認定こども園は、施設により異なりますが、保育が必要な０歳から２歳までの児

童と、保護者の就労等の有無にかかわらず３歳から５歳までの児童が利用できる、

保育と教育を一体的に行う施設です。 

ともに、障がいのある児童の支援も行っています。 

a 利用実績 

障がいのある児童の利用は、ほぼ横ばいで推移しています。 

図表６－12 保育所（園）・認定こども園の障がいのある児童の利用実績 

区  分 平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 

利用児数（人） 174 159 150 

b 見込量 

過去３年間の利用実績を踏まえ、次のとおり見込みます。 

図表６－13 保育所（園）・認定こども園の障がいのある児童の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用児数（人） 150 150 150

c 見込量の確保策 

障がいのある児童の利用実績のある35カ所（平成29年４月１日現在）の保育所

（園）・認定こども園により、見込量は確保できると考えます。 

 

(2) 放課後児童健全育成事業 

放課後児童健全育成事業は、保護者が就労等の理由で昼間家庭にいない児童の居

場所を確保するため、主に小学校の余裕教室を活用して実施し、障がいのある児童

の支援も行っています。 



第６章 障害児通所支援サービス等 

94 

a 利用実績 

障がいのある児童の利用は、ほぼ横ばいで推移しています。 

図表６－14 放課後児童健全育成事業の障がいのある児童の利用実績 

区  分 平成27年度 平成28年度 平成29年度（見込み） 

利用児数（人） 113 121 106 

b 見込量 

過去３年間の利用実績を踏まえ、次のとおり見込みます。 

図表６－15 放課後児童健全育成事業の障がいのある児童の見込量 

区  分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用児数（人） 113 113 113

c 見込量の確保策 

障がいのある児童の利用実績のある33カ所（平成29年４月１日現在）における

放課後児童健全育成事業の実施により、見込量は確保できると考えます。 
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１ 推進体制 

 

(1) 総合的な推進体制 

障害福祉サービス等や障害児通所支援サービス等をはじめとする、障がい者施策

を総合的かつ計画的に推進等するため、障害者基本法第36条第４項の規定に基づく

「岐阜市障害者施策推進協議会」を設置しています。岐阜市障害者施策推進協議会

は、岐阜市障害者計画や岐阜市障害福祉計画・岐阜市障害児福祉計画の策定につい

て審議するとともに、障がい者施策の推進について調査、審議し、実施状況を監視

等することとしています。そのため、有識者や障がい者関係団体等の代表者、関係

行政機関の職員などにより構成し、幅広い意見の聴取に努めています。 

第５期岐阜市障害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計画の計画の推進にあたっ

ては、岐阜市障害者施策推進協議会において、障害福祉サービス等や障害児通所支

援サービス等の実施状況について監視等するとともに、関係部局の連携や市民との

協働の一層の推進を図ります。 

 

(2) 関係機関との連携支援体制 

関係機関との緊密な連携を図るため、岐阜市では、障害者総合支援法第89条の３

の規定に基づく「岐阜市障害者総合支援協議会」を設置しています。岐阜市障害者

総合支援協議会は、福祉、医療・保健、教育、就労などの分野の支援者や有識者、

障がい者関係団体等の代表者、関係行政機関の職員などにより構成し、連携の緊密

化を図り、障がいのある人の支援やその体制の整備について協議することとしてい

ます。 

さらに、課題ごとに専門部会を設け、関係機関などとの連携、協議を行っていま

す。 

障がいのある人に対する虐待の防止に向けては、専門部会において、警察、弁護

士会、法務局、岐阜県障害者権利擁護センター、障害福祉サービス事業所、相談支

援事業所、民生委員・児童委員、関係職員などからなるネットワークの構築に取り

組むとともに、必要に応じて、ケース会議を開催するなど、関係機関の連携を図っ

ています。 

今後も、岐阜市障害者総合支援協議会を通じて、関係機関と緊密に連携し、障が

いのある人の支援やその体制の整備を図ります。 
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２ 進捗管理 

 

(1) 進捗の把握と分析・評価 

第５期岐阜市障害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計画に示す成果目標につい

ては、毎年、進捗を把握し、分析・評価を行い、その結果について、岐阜市障害者

施策推進協議会において審議します。なお、活動指標（障害福祉サービス等と障害

児通所支援サービス等の見込量）については、適宜、進捗の把握に努めます。 

 

(2) 計画や方策の見直し 

第５期岐阜市障害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計画の成果目標の分析・評

価の結果や岐阜市障害者施策推進協議会における審議、さらには、経済や社会の情

勢の変化、共生型サービスの進展など、国の障がい者施策や関連施策の動向などを

踏まえ、必要に応じて、計画や方策の見直しを行います。 
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１ 計画の策定方法 

 

計画の策定に先立って、障がいのある人や関係団体、障害福祉サービス等を提供して

いる事業所の意見やニーズを把握するために、実態調査や意見交換等を行いました。こ

れらを通して把握した障がいのある人を取り巻く現状と課題を踏まえて、計画づくりに

取り組みました。計画案の作成にあたっては、岐阜市障害者施策推進協議会に諮問し、

答申を得るとともに、岐阜市障害者総合支援協議会より意見をいただきました。 

 計画の策定体制 図表８－１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者施策推進協議会 
障害者総合 
支援協議会 

市  民 

関係団体 

事 業 所 

小委員会 

原案検討 

諮問 答申 説明 意見

実態調査・ 

パブリックコメント・ 

意見交換 

障害者施策推進協議会幹事会 

【岐阜市】 

事務局（障がい福祉課） 関係部局 

調整

協議
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２ 計画の諮問機関等 

 

 岐阜市障害者施策推進協議会 (1)

○岐阜市障害者施策推進協議会条例 

平成８年３月29日  

条例第５号  

（設置） 

第１条 障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第４項の規定に基づき、

本市に岐阜市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 法第11条第３項に規定する市町村障害者計画に関し、同条第６項(同条第９項において準

用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 

(2) 本市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査

審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 

(3) 本市における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を

要する事項を調査審議すること。 

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第

88条第１項に規定する市町村障害福祉計画に関し、同条第９項に規定する事項を処理するこ

と。 

（組織等） 

第３条 協議会は、委員30人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 関係行政機関の職員 

(2) 識見を有する者 

(3) 障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者 

(4) 公募に応じた市民 

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職

務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
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３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

４ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞

くことができる。 

（幹事会） 

第６条 協議会に、協議会の調査審議を補助するため、幹事長及び幹事で組織する幹事会を置く

ことができる。 

２ 幹事長及び幹事は、関係機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則(平成12年条例第24号) 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則(平成12年条例第91号) 

この条例は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則(平成15年条例第12号) 

この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則(平成16年条例第50号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成17年条例第38号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成19年条例第55号) 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日において委員である者の任期は、この条例による改正前の岐阜市

障害者施策推進協議会条例第３条第３項の規定にかかわらず、その日に満了する。 

附 則(平成20年条例第14号) 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則(平成24年条例第10号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成24年条例第44号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成25年条例第17号) 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
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○岐阜市障害者施策推進協議会委員名簿 

【委員任期】平成29年５月１日～平成32年４月30日 

【委 員 数】28人                      (◎：会長) 

 所    属 職 名 氏 名 小委員会

関係行政機関の
職員 

岐阜県健康福祉部障害福祉課 課長 浅井 克之  

岐阜公共職業安定所 所長 塚原  充  

識見を有する者 

国立大学法人 岐阜大学 教育学部長 ◎池谷 尚剛 ◎ 

公立大学法人 岐阜県立看護大学 准教授 山本 真実 ○ 

一般社団法人 岐阜市医師会 理事 山賀  寛  

独立行政法人 国立病院機構長良医療
センター 

院長 山田 堅一  

岐阜市小中学校長会 会長 三村 重樹  

岐阜商工会議所 専務理事 山田 英治  

障がい者及び障
がい者の福祉に
関する事業に従
事する者 

岐阜市身体障害者福祉協会 会長 五十川勝也 ○ 

岐阜地区知的障がい者育成会 会長 春見 鉃男 ○ 

岐阜市視覚障害者福祉協会 会長 前田 光雄 ○ 

岐阜市聴覚障害者協会 事務局長 奥田しのぶ ○ 

岐阜市肢体不自由児者父母の会 理事 山岸 文治 ○ 

特定非営利活動法人 
障害者自立センターつっかいぼう 

理事長 吉田 朱美 ○ 

特定非営利活動法人 
岐阜県難病団体連絡協議会岐阜支部

支部長 日比野房子 ○ 

岐阜県自閉症協会岐阜市ブロック ブロック長 水野佐知子 ○ 

岐阜市重症心身障害児(者)を守る会 会長 山田  稔 ○ 

岐阜市あけぼの会（精神障害者家族会）会長 服部 信子 ○ 

岐阜市立岐阜特別支援学校ＰＴＡ 会長 小森  薫 ○ 

社会福祉法人 いぶき福祉会 理事 林  守男  

社会福祉法人 岐東福祉会 理事 土屋 雅司  

社会福祉法人 清穂会 理事長 臼井麻紗杜  

岐阜市立岐阜特別支援学校 校長 宮川  誠  

岐阜市民生委員･児童委員協議会 理事 木村 利一  

社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会 常務理事 佐橋 伸弘  

社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団 理事長 安藤  強  

公募市民 
  安藤 真紀  

  内垣 千恵  

※敬称略 
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 岐阜市障害者総合支援協議会 (2)

○岐阜市障害者総合支援協議会要綱 

平成19年２月１日 決裁  

平成19年４月１日 改正  

平成20年４月１日 改正  

平成21年４月１日 改正  

平成22年４月１日 改正  

平成24年４月１日 改正  

平成25年４月１日 改正  

平成26年３月28日 改正  

（設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。

以下「法」という。）第89条の３第１項の規定に基づき、本市に岐阜市障害者総合支援協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 地域における障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）への支援体制についての協

議に関すること。 

(2) 関係機関の連携の緊密化を図ること。 

(3) 地域の実情に応じた体制の整備についての協議に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織等） 

第３条 協議会は、15人以内をもって組織する。 

２ 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 障害者等及びその家族で、障害者関係団体の推薦するもの 

(2) 障害者等の保健、医療、福祉、教育又は雇用関係者 

(3) 学識経験を有する者 

(4) 市職員 

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務

を代理する。 
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（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞く

ことができる。 

（専門部会） 

第６条 会長は、事務を円滑に進めるため、専門部会を置くことができる。 

２ 部会について必要な事項は、別に定める。 

（秘密保持） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、福祉事務所障がい福祉課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則  

この要綱は、平成19年２月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成24年５月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 
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○岐阜市障害者総合支援協議会委員名簿 

【委員任期】平成29年５月22日～平成30年３月31日 

【委 員 数】15人                            (◎：会長) 

所    属 職    名 氏  名 

岐阜県医療ソーシャルワーカー協会 事務局長 浅野 祐樹 

岐阜県障害者権利擁護センター 専任相談員 伊佐地みどり 

岐阜地区知的障がい者育成会 会長 春見 鉃男 

社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会 常務理事 ◎佐橋 伸弘 

岐阜市障害者生活支援センター 相談員 髙木 昌子 

岐阜市身体障害者福祉協会 副会長 田中 義正 

社会福祉法人 和光会 施設長 時岡  優 

ぎふ脳外傷友の会長良川 理事長 西村 憲一 

岐阜市民生委員・児童委員協議会 理事 長谷川信夫 

岐阜公共職業安定所 統括職業指導官 林  文彦 

岐阜市立岐阜特別支援学校 校長 宮川  誠 

社会福祉法人 舟伏 副理事長 森  敏幸 

公立大学法人 岐阜県立看護大学 准教授 山本 真実 

社会福祉法人 岐阜県福祉事業団 園長 吉田 由美 

岐阜市地域包括支援センター 北部 管理者 露武尊晴美 

※敬称略 
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３ 計画の策定経過 

 

年  月  日 内       容 

 
平成28年11月１日～11月30日 
 
平成29年５月９日～６月６日 
 
平成29年６月28日 
 
平成29年７月12日 
 
 
 
平成29年８月22日～10月２日 
 
平成29年10月３日 
 
 
平成29年10月10日 
 
 
 
平成29年10月18日 
 
平成29年11月８日 
 
 
 
 
平成29年11月20日 
 
 
 
 
平成29年12月15日～平成30年１月15日
 
 
 
 
平成30年１月４日～平成30年１月26日
 
 
 
平成30年２月１日 
 
平成30年２月22日 
 
 
 
 
平成30年３月２日 
 
平成30年３月５日 
 

 
実態調査 
 
障がい関係団体等との意見交換 
 
第１回 岐阜市障害者施策推進協議会幹事会 
 
第１回 岐阜市障害者施策推進協議会 
（岐阜市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の
策定について（諮問）等） 

 
事業所状況調査 
 
第１回 岐阜市障害者施策推進協議会小委員会 
（第４次岐阜市障害者計画（素案）について） 

 
第２回 岐阜市障害者施策推進協議会小委員会 
（第５期岐阜市障害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉
計画（素案）について） 

 
第２回 岐阜市障害者施策推進協議会幹事会 
 
第２回 岐阜市障害者施策推進協議会 
 （第４次岐阜市障害者計画（原案）、第５期岐阜市障害

福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計画（原案）に
ついて） 

 
第３回 岐阜市障害者総合支援協議会 
 （第４次岐阜市障害者計画（原案）、第５期岐阜市障害

福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計画（原案）に
ついて） 

 
パブリックコメント 
第４次岐阜市障害者計画（案）→２通（３件） 
第５期岐阜市障害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計
画（案）→２通（２件） 
 

岐阜県への意見聴取 
（第５期岐阜市障害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉
計画（案）について） 
 

第３回 岐阜市障害者施策推進協議会幹事会 
 
第３回 岐阜市障害者施策推進協議会 
（第４次岐阜市障害者計画（最終案）、第５期岐阜市障
害福祉計画・第１期岐阜市障害児福祉計画（最終案）
について） 

 
岐阜市障害者施策推進協議会会長より答申 
 
「第４次岐阜市障害者計画」、「第５期岐阜市障害福祉計
画・第１期岐阜市障害児福祉計画」の決定 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが自立してともに暮らすまちをめざして 

第５期岐阜市障害福祉計画 

第１期岐阜市障害児福祉計画 

発行年月 平成30年３月 

発  行 岐阜市 
〒500-8701 岐阜市今沢町18番地 

TEL 058－214－2137 

編  集 福祉部 障がい福祉課 

本計画に関する質問等がございましたら、障がい福祉課へお

よせください。 
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